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【違反項目】 
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校内は自転車乗車禁止です。禁止区間での乗車、ヘルメットをしないで乗車、並列走行、二人乗り等、禁止行為を見かけた際には共通認識の元、 

ご指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。自転車通学者には、年度始めに上記の話も含めて指導したいと思います。 

違反が確認された場合      …１週間自転車通学停止          

ルールが守れないと判断した場合 …自転車通学禁止 

↑横断歩道を渡った

先から乗車可能。 

信号より先、乗車可能➡ 

坂の上から乗車可能。                                                            

坂道は自転車を降りる。 

 
①  自転車改造           ⑤ 走路違反（歩行者優先区域など） 

②  ヘルメット無着用        ⑥ 暗くなっての無灯火 

③  ２人乗り            ⑦ 前かごに大きな荷物 

④  並列走行・右側走行      ※⑧ その他、自転車マナーを逸脱した場合 


